
別紙５
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）
【平成26年 4月１日施行】

改 正 案 現 行

（経済上の利益の提供による誘引の禁止）
第二条の三の二 （略）
２ 保険薬局は、事業者又はその従業者に （新設）

対して、患者を紹介する対価として金品
又はその他の健康保険事業の健全な運営
を損なうおそれのある経済上の利益を提
供することにより、患者が自己の保険薬
局において調剤を受けるように誘引して
はならない。

（後発医薬品の調剤） （後発医薬品の調剤）
第七条の二 保険薬局は、薬事法第十四条 第七条の二 保険薬局は、薬事法第十四条

の四第一項各号に掲げる医薬品（以下「新 の四第一項各号に掲げる医薬品（以下「新
医薬品等」という。）とその有効成分、 医薬品等」という。）とその有効成分、
分量、用法、用量、効能及び効果が同一 分量、用法、用量、効能及び効果が同一
性を有する医薬品として、同法第十四条 性を有する医薬品として、同法第十四条
又は第十九条の二の規定による製造販売 の規定による製造販売の承認（以下「承
の承認（以下「承認」という。）がなさ 認」という。）がなされたもの（ただし、
れたもの（ただし、同法第十四条の四第 同法第十四条の四第一項第二号に掲げる
一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬 医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受
品等に係る承認を受けている者が、当該 けている者が、当該承認に係る医薬品と
承認に係る医薬品と有効成分、分量、用 有効成分、分量、用法、用量、効能及び
法、用量、効能及び効果が同一であつて 効果が同一であつてその形状、有効成分
その形状、有効成分の含量又は有効成分 の含量又は有効成分以外の成分若しくは



以外の成分若しくはその含量が異なる医 その含量が異なる医薬品に係る承認を受
薬品に係る承認を受けている場合におけ け て い る 場 合 に お け る 当 該 医 薬 品 を 除
る 当 該 医 薬 品 を 除 く 。）（ 以 下 「 後 発 医 く。）（以下「後発医薬品」という。）の
薬品」という。）の備蓄に関する体制そ 備蓄に関する体制その他の後発医薬品の
の他の後発医薬品の調剤に必要な体制の 調剤に必要な体制の確保に努めなければ
確保に努めなければならない。 ならない。


